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告         示 

兵庫県告示第679号 

消防法（昭和23年法律第186号）第13条の３の規定による甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び

丙種危険物取扱者試験を同法第13条の５第１項の規定に基づき一般財団法人消防試験研究センターに委任して

次のとおり実施する。 

平成28年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１  試験日時 

平成28年10月２日（日）：神戸市、姫路市、尼崎市、高砂市、豊岡市、篠山市、洲本市 

甲種危険物取扱者試験               午後１時15分から午後３時45分まで 

乙種第４類以外の乙種危険物取扱者試験  午後１時15分から午後３時15分まで 

乙種第４類危険物取扱者試験       午前10時から正午まで及び午後１時15分から午後３時15分ま

で 

丙種危険物取扱者試験               午後１時15分から午後２時30分まで 

  ただし、乙種の科目免除者は試験開始後35分間 

      火薬のみの免除者は試験開始後90分間 

      丙種の科目免除者は試験開始後60分間 

２  試験場所 

試験地      試験場                    所在地 

神  戸  県立兵庫工業高等学校       神戸市兵庫区和田宮通２丁目１―63 

姫  路  姫路獨協大学          姫路市上大野７丁目２―１ 

尼 崎  県立尼崎工業高等学校      尼崎市長洲中通１―13―１ 
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高 砂  県立高砂高等学校           高砂市高砂町朝日町２―５―１ 

豊  岡  県立但馬技術大学校        豊岡市九日市上町660―５ 

篠  山  県立篠山産業高等学校       篠山市郡家403―１ 

洲  本  県立洲本実業高等学校       洲本市宇山２丁目８―65 

３  試験科目 

(1) 甲種危険物取扱者試験 

危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）第55条第１項に定める科目 

(2) 乙種危険物取扱者試験 

危険物の規制に関する規則第55条第２項に定める科目 

(3) 丙種危険物取扱者試験 

危険物の規制に関する規則第55条第３項に定める科目 

４ 試験方法 

  筆記試験（択一式） 

５  試験科目の一部免除 

危険物の規制に関する規則第55条第５項から第７項までのいずれかに該当する者は、申請手続の際に同規

則第57条第２項又は第２項の２に規定する書類を提出することで、試験科目の一部を免除する。 

６  受験資格 

(1) 甲種危険物取扱者試験   消防法第13条の３第４項各号のいずれかに該当する者であること。 

(2) 乙種危険物取扱者試験   受験資格の制限はない。 

(3) 丙種危険物取扱者試験   受験資格の制限はない。 

７  受験手続 

    試験を受けようとする者は、書面又はインターネットにより申請を行うものとする。ただし、同一日に複

数種類の試験を受験する者、受験資格が必要となる者及び試験科目の一部免除を受けようとする者について

は、その内容により書面による申請しかできない場合がある。 

(1) 書面申請 

ア  提出書類 

危険物の規制に関する規則第57条に規定する書類 

なお、受験願書は、一般財団法人消防試験研究センター兵庫県支部、県内各消防本部、兵庫県企画県

民部災害対策局消防課及び各県民局・県民センターにおいて、平成28年７月上旬から配布する。 

イ 受付期間 

 平成28年８月10日（水）から同月22日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後５

時までの間に持参又は郵送により提出すること。 

 なお、郵送の場合は、簡易書留郵便で送付すること（平成28年８月22日（月）までの消印有効）。 

ウ 提出先 

  一般財団法人消防試験研究センター兵庫県支部とする。 

(2) インターネット申請 

ア 申請方法 

受付期間内に一般財団法人消防試験研究センターのホームページから、案内に従い申請に必要な事項

の入力を行い申請する。詳細は下記ホームページを確認すること。 

（http://www.shoubo-shiken.or.jp） 

イ 受付期間 

平成28年８月７日（日）午前９時から同月19日（金）午後５時まで 

(3) 手数料 

ア 甲種危険物取扱者試験  5,000円 

イ 乙種危険物取扱者試験   3,400円 

ウ 丙種危険物取扱者試験  2,700円 

なお、受験願書受付後は手数料の返還はしない。 

８  合否の発表 

  合格者の受験番号を平成28年10月25日頃に一般財団法人消防試験研究センター兵庫県支部窓口に公示する

とともに受験者全員に郵便で合否を通知する。 
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９  受験についての問合せ先 

(1) 書面申請 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通５丁目12番７号 協和ビル５階 

一般財団法人消防試験研究センター兵庫県支部 

電話（078）361－6610 

(2) インターネット申請 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関１丁目４番２号 

一般財団法人消防試験研究センター 電子申請室 

電話（0570）07－1000 

 

兵庫県告示第680号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があ

った。 

  平成28年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

南淡南部土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        阿 部 吉 和      南あわじ市阿万吹上町71番地 

 

兵庫県告示第681号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  平成28年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

国岡土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        岡 本 光 廣      加古郡稲美町国岡1288番地 

    同         鳴 瀧 泫 司      同 郡同 町国岡926番地の３ 

    同         大 山 敏 彦      同 郡同 町中村606番地の１ 

    同         鳴 瀧 末 康      同 郡同 町国岡790番地の１ 

    同         繁 田 喜 彦      同 郡同 町国岡1066番地 

    同         福 田 光 正      同 郡同 町国岡６丁目68番地 

    同         古 谷 昭 雄      同 郡同 町国岡２丁目17番地の３ 

   監 事        長谷川 良 司      同 郡同 町国岡２丁目１番地の２ 

    同         二 杉 康 幸      同 郡同 町国岡1374番地 

就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        岡 本 光 廣      加古郡稲美町国岡1288番地 

    同         山 中 善 文      同 郡同 町国岡１丁目69番地 

    同         鳴 瀧 泫 司      同 郡同 町国岡926番地の３ 

    同         岡 本 一 郎      同 郡同 町国岡1301番地 

    同         鳴 瀧 浩 一      同 郡同 町国岡892番地の１ 

    同         古 谷 尚 之      同 郡同 町国岡２丁目12番地の11 

    同         澤 田 好 男      同 郡同 町国岡649番地 

   監 事        福 田 雅 博      同 郡同 町国岡941番地の２ 

    同         繁 田 英 之      同 郡同 町国岡５丁目25番地 
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兵庫県告示第682号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の県営土地改良事業を行うため、土地改

良事業計画を平成28年７月７日に定めたので、土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。 

 この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対

して審査請求をすること、及びこの計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方

裁判所に対し、兵庫県を被告として、この計画の取消しの訴えを提起することができる。 

 なお、審査請求のみをした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

  平成28年７月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所 

農村地域防災減災事業 山ノ神池地区 
平成28年７月19日から 

同 年８月８日まで 
淡路市役所 

農地整備事業（経営体育成型） あまじ区地区 
平成28年７月19日から 

同 年８月８日まで 
市川町役場 

 

 

兵庫県告示第683号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする。 

  平成28年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林の所在場所 

  神戸市灘区六甲山町北六甲4512の1133（次の図に示す部分に限る。） 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、神戸県民センター神戸農林振興事務所及び神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第684号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする。 

  平成28年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林の所在場所 

  神戸市須磨区妙法寺字高取山１の23・長田区高取山町103の９（以上２筆について次の図に示す部分に限

る。） 

２ 指定の目的 

  土砂の崩壊の防備 
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３ 指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、神戸県民センター神戸農林振興事務所及び神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第685号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第２課において縦覧に供する。 

  平成28年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

第Ｈ27中播位置

0014号 
28.7.4   

宍粟市山崎町千本屋字野田316番２の一部、

318番１の一部、319番６の一部、320番４の一

部、320番８、320番９の一部、320番10の一部

6.00 

5.00 

30.74 

30.153 

 

公 告 

県有地の一般競争入札による売払い 

 県有地を一般競争入札により売り払うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定に

より、次のとおり公告する。 

  平成28年７月19日 

兵庫県知事 井 戸  敏 三  

１ 入札に付する県有地 

    売払物件 

物件 

番号 
所  在  地 

面  積 

（㎡）
地  目 

予定価格 

（千円） 

入札保証金

（千円）

キ 明石市魚住町西岡字池ノ内842番４ 811.88 宅地 36,373 3,638

ク 姫路市東夢前台二丁目50番 1,162.33 宅地 52,110 5,211

２ 入札に参加する者に必要な資格 

    次に掲げる者以外の者であること。 

 (1) 成年被後見人 

 (2) 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 (3) 民法（明治29年法律第89号）第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被

補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 (4) 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前の例による

こととされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条に規定する準禁治産者 

 (5) 民法第６条第１項の規定による営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な

同意を得ていない者 
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 (6) 破産者で復権を得ない者 

 (7) 兵庫県における不動産の売却に係る契約手続において次の事項に該当すると認められる者で、その事実

があった後、２年間を経過しない者 

  なお、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様

とする。 

   ア 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者 

   イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 

   ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

   エ アからウまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、

支配人その他の使用人として使用した者 
 (8) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

(9) 売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項

に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しよう

とする者 

(10) 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）に基づくところの破壊的団体及び当該団体の役員若しくは構

成員 

(11) 日本語を完全に理解できない者 
(12) 兵庫県インターネット公有財産売却ガイドライン並びにヤフー株式会社が定めるオークションに関連

する規約及びガイドラインの内容を承諾しない、又は遵守できない者 

(13) 公有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有してい

ない者 

３ 入札参加申込み 

(1) 仮申込み 

   一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめヤフー株式会社が提供するインターネット公有財産

売却システム（以下「公有財産売却システム」という。）により参加の仮申込みの手続を行うこと。 

(2) 申込手続 

   一般競争入札の申込手続は、(1)により参加の仮申込手続を完了した後、(3)で掲げる受付期間内に所定

の申込書により兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班に一般競争入札への参加を申し込むものとする。 

   なお、申込みに当たっては、入札保証金を納付しなければならない。 

(3) 受付期間 

平成28年７月19日（火）から同年８月４日（木）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後

５時まで。ただし、平成28年７月19日（火）にあっては午後１時からとする。 

郵送等の場合は、平成28年８月４日（木）消印有効とする。 

４ 入札説明書（兵庫県インターネット公有財産売却ガイドライン）及び契約条項を示す場所 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

          兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班 

          電話（078）341－7711  内線2550・2655 

５ 入札期間、場所及び開札日時 

(1) 入札期間 

   平成28年８月19日（金）午後１時から同月26日（金）午後１時まで 

(2) 入札場所 

   公有財産売却システム上 

(3) 開札日時 

   平成28年８月26日（金）午後１時経過後直ちに行う。 

６ 入札方法 
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  公有財産売却システムにより入札価格を登録する（郵送による入札書の提出は認めない。）。 

  なお、この登録は１回に限り行うことができる。 

７ 入札保証金 

(1) 入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上で１の表中に掲げる額とする。 

(2) 入札保証金は、入札する前に金融機関から指定口座へ振り込むこと。 

８ 入札に関する条件 

(1) 公有財産売却システムにより入札価格を所定の日時までに登録していること。 

(2) 所定の額の入札保証金が納付されていること。 

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について２以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してし

た入札でないこと。 

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

９ 入札の無効  

  入札参加資格がない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

10  入札についての照会先 

    兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班 

    電話（078）341－7711  内線2550・2655 

 

肥料の登録 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第７条の規定により、次のとおり肥料を登録した。 

 平成28年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類 

及び名称 
保証成分量 

その他の

規格 

生産業者の氏名又は名称 

及び住所 

登 録 

年月日 

兵庫県肥

料登録第

1677号 

魚廃物加工肥料 

魚粒肥料 

窒素全量    7.0％

りん酸全量   1.5％

 

公定規格

のとおり

大和肥料株式会社 

尼崎市浜１丁目２番30号 

平成28年 

１月７日 

兵庫県肥

料登録第

1678号 

魚廃物加工肥料 

4.0魚廃物加工肥

料 

窒素全量    4.0％

りん酸全量   2.0％

 

同 上 有限会社瀬賀商店 

姫路市四郷町見野201番地 

同  年 

２月８日 

兵庫県肥

料登録第

1679号 

蒸製骨粉 

蒸製骨粉Ｚ－２ 

窒素全量    3.0％

りん酸全量  21.0％

 

同 上 株式会社平成化成 

加東市永福1777番地の56 

 

同  上 

 

兵庫県肥

料登録第

1680号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料 

９号 

窒素全量   2.9％

りん酸全量   3.2％

加里全量     1.9％

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番 

16号 

同  年 

３月23日 

兵庫県肥

料登録第

1681号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料 

10号 

窒素全量    3.0％

りん酸全量   3.1％

加里全量     1.9％

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第

1682号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料 

11号 

窒素全量    3.3％

りん酸全量   3.0％

加里全量     1.9％

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第 

加工家きんふん肥

料 

窒素全量    4.5％

りん酸全量   3.5％

同 上 日本レイヤー株式会社 

岐阜市佐野839番地１ 

同  上 
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1683号 発酵鶏糞 加里全量     1.8％    

兵庫県肥

料登録第

1684号 

乾燥菌体肥料 

乾燥菌体肥料Ｓ号 

窒素全量    6.0％

りん酸全量   2.0％

 

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町7番 

16号 

同  年 

４月11日 

兵庫県肥

料登録第

1685号 

副産石灰肥料 

鉄入り副産石灰肥

料 

アルカリ分  42.0％ 

く溶性苦土   3.5％

 

同 上 トーヨーカセイ株式会社 

姫路市青山三丁目13番１号 

同  年 

４月14日 

兵庫県肥

料登録第

1686号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料 

12号 

窒素全量    3.7％

りん酸全量   2.4％

加里全量     1.3％

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番 

16号 

同  年 

５月９日 

兵庫県肥

料登録第

1687号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料 

13号 

窒素全量    5.6％

りん酸全量   1.5％

加里全量     1.0％

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第

1688号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料 

14号 

窒素全量    4.5％

りん酸全量   2.0％

加里全量     1.5％

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第

1689号 

副産植物質肥料 

副産植物質肥料 

Ｙ号 

窒素全量    1.5％

加里全量     9.0％

 

該当なし 有機アグロ株式会社 

加古川市別府町新野辺3062

番地 

同  上 

兵庫県肥

料登録第

1690号 

副産動物質肥料 

牛皮由来コラーゲ

ンペプチド 

窒素全量   15.0％

 

公定規格

のとおり

旭陽化学工業株式会社 

姫路市網干区福井45番地 

同  年 

５月12日 

兵庫県肥

料登録第

1691号 

蒸製骨粉 

蒸製骨粉ＲＺＮ 

窒素全量    2.3％

りん酸全量  26.0％

 

同 上 株式会社平成化成 

加東市永福1777番地の56 

同  年 

５月18日 

兵庫県肥

料登録第

1692号 

副産動物質肥料 

液状副産動物質肥

料ゼラチンHA7.5 

窒素全量    7.5％

 

同 上 寺脇産業株式会社 

姫路市実法寺67番地の１ 

 

同  年 

６月14日 

 

 

肥料の登録の有効期間の更新 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、次のとおり肥料の有効期間を更新した。 

 平成28年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類 

及び名称 
保証成分量 

その他の

規格 

生産業者の氏名又は名称 

及び住所 

登録の 

有効期限

兵庫県肥

料登録第

1078号 

魚かす粉末 

竹印7.0魚かす粉

末 

窒素全量   7.0％

りん酸全量   5.0％

 

該当なし 安見産業株式会社 

神崎郡市川町屋形820番地

の１ 

平成34年 

４月26日 

兵庫県肥

料登録第 

副産石灰肥料 

粒状転炉さい 

アルカリ分 40.0％

く溶性苦土   2.0％

公定規格

のとおり

トーヨーカセイ株式会社 

姫路市青山三丁目13番１号 

同  年 

４月24日 
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1379号      

兵庫県肥

料登録第

1380号 

副産石灰肥料 

トーヨー粒状副産

石灰１号 

アルカリ分 35.0％

く溶性苦土   1.0％

 

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第

1381号 

副産石灰肥料 

粒状副産石灰肥料 

アルカリ分 48.0％

く溶性苦土   4.0％

 

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第

1456号 

蒸製皮革粉 

トミクラ12号 

窒素全量  12.0％

 

該当なし トミクラ産業株式会社 

姫路市花田町高木209番地

の１ 

同  年 

４月１日 

兵庫県肥

料登録第

1530号 

混合石灰肥料 

粒石灰 

アルカリ分 40.0％

く溶性苦土   1.0％

 

公定規格

のとおり

アグロケミテック株式会社 

三重県いなべ市大安町石樽

北山1001番地 

同  年 

１月25日 

兵庫県肥

料登録第

1531号 

副産動物質肥料 

粉末膠かす１号 

窒素全量  14.3％ 同 上 株式会社平成化成 

加東市永福1777番地の56 

平成31年 

３月15日 

兵庫県肥

料登録第

1533号 

副産石灰肥料 

カルテック・カル

シウム 

アルカリ分 35.0％

 

 

同 上 株式会社カルテック 

篠山市郡家87番地10 

平成34年 

４月27日 

兵庫県肥

料登録第

1534号 

混合有機質肥料 

新スーパーネイチ

ャー 

窒素全量   3.0％

りん酸全量   3.5％

 

同 上 大和肥料株式会社 

尼崎市浜１丁目２番30号 

平成31年 

６月24日 

兵庫県肥

料登録第

1535号 

副産植物質肥料 

発酵副産肥料 

窒素全量   1.5％

加里全量   9.0％

該当なし セントラル化成株式会社 

山口県宇部市大字沖宇部

5254番地の７ 

平成34年 

６月24日 

兵庫県肥

料登録第

1339号 

蒸製皮革粉 

11.0蒸製皮革粉 

窒素全量  11.0％

 

同 上 姫路製肥開発協同組合 

姫路市保城字保城谷1114番

地の13 

同  年 

５月19日 

兵庫県肥

料登録第

1460号 

混合有機質肥料 

54混合有機質肥料 

窒素全量   5.0％

りん酸全量   4.0％

 

公定規格

のとおり

片倉コープアグリ株式会社 

東京都千代田区九段北一丁

目８番10号 

平成31年 

７月26日 

兵庫県肥

料登録第

1461号 

魚かす粉末 

75魚かす粉末 

窒素全量   7.0％

りん酸全量   5.0％

 

該当なし 同  上 平成34年 

７月26日 

兵庫県肥

料登録第

1462号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料75 

窒素全量     7.0％

りん酸全量   5.0％

 

公定規格

のとおり

同  上 平成31年 

７月26日 

兵庫県肥

料登録第

1463号 

混合有機質肥料 

有機混合肥料１号 

窒素全量   2.5％

りん酸全量   4.5％

加里全量   1.5％

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番

16号 

同  年 

８月13日 

 

兵庫県肥

料登録第 

副産植物質肥料 

片倉発酵副産肥料 

窒素全量   2.0％

加里全量   8.0％

該当なし 片倉コープアグリ株式会社 

東京都千代田区九段北一丁 

平成34年 

３月11日 
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1590号 ２号   目８番10号  

兵庫県肥

料登録第

1591号 

副産植物質肥料 

片倉発酵副産肥料

３号 

窒素全量   2.0％

加里全量  10.0％

 

同 上 同  上 同  上 

 

兵庫県肥

料登録第

1592号 

副産動物質肥料 

アミテック・ワン 

窒素全量   7.5％

 

公定規格

のとおり

株式会社平成化成 

加東市永福1777番地の56 

平成31年 

４月22日 

兵庫県肥

料登録第

1593号 

副産動物質肥料 

液状かつお１号 

窒素全量   7.5％

 

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第

1618号 

乾燥菌体肥料 

森永乾燥菌体ＣＭ 

窒素全量   4.0％

りん酸全量   2.0％

 

同 上 森永乳業株式会社 

東京都港区芝５丁目33番１

号 

同  年 

３月８日 

兵庫県肥

料登録第

1619号 

その他の草本性植

物油かす及びその

粉末 

ひまわり油粕 

窒素全量   4.0％

りん酸全量   1.5％

加里全量   1.0％

該当なし 一般財団法人五色ふるさと

振興公社 

洲本市五色町都志1087番地 

平成34年 

５月11日 

 

兵庫県肥

料登録第

1620号 

副産石灰肥料 

粒状転炉さい特２

号 

アルカリ分 35.0％

く溶性苦土   2.0％

公定規格

のとおり

日清鋼業株式会社 

神戸市中央区脇浜町２丁目

11番14号 

同  年 

６月13日 

兵庫県肥

料登録第

1621号 

副産石灰肥料 

エッグカル 

アルカリ分 49.0％

 

同 上 株式会社ジャパンバイオフ

ァーム 

長野県伊那市美篤1112番地 

同  年 

６月17日 

兵庫県肥

料登録第

1623号 

副産石灰肥料 

トーヨー粒状石灰

１号 

アルカリ分 55.0％

く溶性苦土   4.0％

 

同 上 トーヨーカセイ株式会社 

姫路市青山三丁目13番１号 

同  年 

７月19日 

兵庫県肥

料登録第

1651号 

副産動物質肥料 

液状副産動物質肥

料ゼラチンＨＡ６ 

窒素全量   6.0％

 

同 上 寺脇産業株式会社 

姫路市実法寺67番地の１ 

平成31年 

２月４日 

兵庫県肥

料登録第

1655号 

混合有機質肥料 

醗酵副産肥料Ｓペ

レット 

窒素全量   3.0％

りん酸全量   3.0％

加里全量   1.0％

同 上 片倉コープアグリ株式会社

東京都千代田区九段北一丁

目8番10号 

同  年 

６月13日 

兵庫県肥

料登録第

1656号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料６

号 

窒素全量   3.3％

りん酸全量   2.9％

加里全量   1.3％

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番

16号 

同  年 

７月31日 

兵庫県肥

料登録第

1657号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料７

号 

窒素全量   3.0％

りん酸全量   3.1％

加里全量   1.4％

同 上 同  上 同  上 

兵庫県肥

料登録第

1658号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料８

号 

窒素全量   2.5％

りん酸全量   3.8％

加里全量   2.3％

同 上 同  上 

 

同  上 

 

 



平成28年７月19日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2816 号 

11 

 

肥料の登録事項の変更の届出  

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第13条第１項の規定により、次のとおり肥料の登録事項の変更について

届出があった。 

 平成28年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類及び 

名称 

生産業者の氏名又は 

名称及び住所 
変更事項

変更前 変 更 

年月日 変更後 

兵庫県肥

料登録第

1428号 

蒸製毛粉 

フェザー13 

兵庫県レンダリング株

式会社 

朝来市和田山町桑原962

番地 

生産業者

の住所 

神戸市中央区海岸通１

番地 

平成28年

３月18日

兵庫県肥

料登録第

1429号 

肉骨粉 

９-７肉骨粉 

朝来市和田山町桑原962

番地 

兵庫県肥

料登録第

1586号 

蒸製毛粉 

フェザー12 

 

 

肥料の登録の失効 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次のとおり肥料登録は失効した。 

 平成28年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類 

及び名称 
保証成分量 

その他の

規格 
生産業者の氏名又は名称及び住所

兵庫県肥

料登録第

1583号 

あまに油かす及びその

粉末 

5.1あまに油かす粉末 

窒素全量   5.1％

りん酸全量  1.5％

加里全量     1.0％

該当なし 株式会社Ｊ－オイルミルズ 

東京都中央区明石町８番１号 

 

 

 

肥料の検査結果 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第30条第７項の規定により収去させた肥料の検査結果の概要を次のとお

り公表する。 

 平成28年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

平成28年３月分 

１ 普通肥料 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称

検 査 の 概 要 

備 考分 析 検 査 保証票 

の検査 

その他 

の検査 項 目 指摘事項
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蒸製皮革粉 
安井産業株式

会社 

12.0蒸製皮革

粉 
主成分―ＴＮ     

混合有機質肥

料 

高砂飼料工業

株式会社 

ファームパワ

ー・Ｆｉｓｈ

主成分―ＴＮ、 

ＴＰ、ＴＫ 
  

ひ素、 

カドミ

ウム 

 

２ 特殊肥料 

肥料の指定名 

生産業者、輸

入業者若しく

は販売業者又

は表示者 

届出名（及び

商品名） 

検 査 の 結 果 

備 考ＴＮ 

 

（％）

ＴＰ 

 

（％）

ＴＫ 

 

（％）

Ｃ/Ｎ

 

 

水分 

 

（％） 

その他 

の検査 

堆肥 
株式会社ジャ

ット 
バイオ堆肥 2.9 2.6 2.5 14 35.3  

乾物当

たり 

備考１ 分析検査の欄及びその他の検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表し得るように必要袋数（ばらの場合

には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点について検査した結果である。 

  ２ 分析検査を実施した成分の略号は、次のとおりである。 

    ＴＮ―窒素全量、ＴＰ―りん酸全量、ＴＫ―加里全量、Ｃ／Ｎ―窒素炭素比、水分―水分含有量 

 

平成29年度兵庫県立農業大学校入学試験の実施 

 兵庫県立農業大学校管理規則（昭和58年兵庫県規則第34号）第８条第１項の規定により、平成29年度兵庫県

立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。 

  平成28年７月19日   

兵庫県立農業大学校長  松  元 一 師  

１ 募集人員及び募集方法 

 (1) 募集人員 40名 

 (2) 募集方法 

  ア 推薦入学試験 

  イ 一般入学試験（前期、後期） 

 (3) 課程 

  ア 農産園芸課程 

  イ 畜産課程    

２ 教育期間 

  ２箇年（全寮制） 

３ 入学試験 

(1)  推薦入学試験 

ア  試験日時 

平成28年11月８日（火）午前９時から 

イ 試験場所 

加西市常吉町1256―４ 

兵庫県立農業大学校 

ウ 試験科目 

(ｱ) 筆記試験（小論文など） 

(ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の条件を満たす者 

   (ｱ) 本県の農業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、25歳未満（平成29年４月１日現在）の者で、

出願時に農産園芸課程、畜産課程のいずれかを選択する。 
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次のいずれかに該当する者 

     ａ 学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校を卒業した者又は平成29年３月卒業見込みの

者 

     ｂ 知事が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者  

   (ｲ) 次の条件を満たし、当該受験者の高等学校長（以下「高等学校長」という。）が責任を持って推薦で

きる者で、かつ県民局・県民センター農林（水産）振興事務所農業改良普及センター所長（以下「農

業改良普及センター所長」という。）が適格と認める者であること。 

     ａ 本県農業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立農業大学校（以下「本校」という。）卒

業後農業後継者を志し、地域社会のリーダーとして活躍しようとする者 

     ｂ 本校を専願する者 

     ｃ 学業成績は、調査書の評価平均で3.0以上であり、人物及び健康に優れている者  

オ 受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号〔縦24.0センチメートル×横33.5セ

ンチメートル〕以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、205円分の切手を貼り付けたもの ）

を同封し、本校宛てに申し込むこと。 

(ｲ) 提出書類 

次の書類に入学考査料2,200円を添え、郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料は、郵送による場合は平成28年10月１日以降に振り出した郵便為替又は定額小為

替とするが、持参による場合は現金でもよい。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名、出身高等学校名を記入し、写真は履歴書・身上書の写真欄に貼り付けたものと同一のもの

を貼り付けること。受験当日、写真を貼り付けていない者は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒に受験者の住所・氏名を記載し、82円分の切手を貼り付けたものを同封すること。 

ｄ 履歴書・身上書 

本人自筆の上、顔写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書 

高等学校長が作成し、厳封したものであること。 

ｆ 添付書類  

(a) 高等学校長の推薦書  

(b) 農業改良普及センター所長の意見書（住所地を管轄する農業改良普及センター所長が作成し、

厳封したものであること。） 

(ｳ) 提出期間 

平成28年10月６日（木）から同月21日（金）まで。郵送の場合は、平成28年10月21日（金）必着と

する。 

(ｴ) 提出先 

〒679-0104 加西市常吉町1256―４ 兵庫県立農業大学校  教務課 

カ 合格発表 

平成28年11月９日（水）午前10時に本校において掲示するとともに、受験者には合否にかかわらず書

面により通知する。電話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立農業大学校 教務課 

電話（0790）47－1551 

(2) 一般入学試験（前期） 

ア 試験日時 

平成28年12月15日（木）午前９時から 

イ 試験場所 

加西市常吉町1256―４ 
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兵庫県立農業大学校 

ウ 試験科目 

(ｱ) 筆記試験 

ａ 国語（古文及び漢文を除く。） 

ｂ 数学Ｉ＋Ａ 

(ｲ) 面接試験  

エ  受験資格  

本県の農業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、25歳未満（平成29年４月１日現在）の者で、次

のいずれかに該当する者であること。 

(ｱ) 学校教育法による高等学校を卒業した者又は平成29年３月卒業見込みの者 

(ｲ) 知事が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

オ 受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号〔縦24.0センチメートル×横33.5セ

ンチメートル〕以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、205円分の切手を貼り付けたもの ）

を同封し、本校宛てに申し込むこと。 

(ｲ) 提出書類 

  次の書類に入学考査料2,200円を添え、郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料は、郵送による場合は平成28年11月１日以降に振り出した郵便為替又は定額小為

替とするが、持参による場合は現金でもよい。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名、出身高等学校名を記入し、写真は履歴書・身上書の写真欄に貼り付けたものと同一のもの

を貼り付けること。受験当日、写真を貼り付けていない者は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

    定型封筒に受験者の住所・氏名を記載し、82円分の切手を貼り付けたものを同封すること。  

ｄ 履歴書・身上書 

本人自筆の上、顔写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書 

高等学校長が作成し、厳封したものであること。ただし、高等学校卒業程度認定試験等の合格者

で当調査書を提出できない者は、当該試験の成績証明書をもって調査書に代える。 

(ｳ) 提出期間 

    平成28年11月18日（金）から同年12月２日（金）まで。郵送の場合は、平成28年12月２日（金）必

着とする。 

(ｴ) 提出先 

    〒679-0104 加西市常吉町1256―４ 兵庫県立農業大学校 教務課 

カ 合格発表 

平成28年12月16日（金）午前10時に本校において掲示するとともに、受験者には合否にかかわらず書

面により通知する。電話による問合せには一切応じない。 

キ 受験についての問合せ先 

兵庫県立農業大学校 教務課 

電話（0790）47－1551  

(3) 一般入学試験（後期） 

ア 試験日時  

平成29年３月７日（火）午前９時から   

イ 試験場所 

加西市常吉町1256―４ 

兵庫県立農業大学校  

ウ 試験科目   

(ｱ) 筆記試験 
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ａ 国語（古文及び漢文を除く。） 

ｂ 数学Ｉ＋Ａ 

(ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    本県の農業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、25歳未満（平成29年４月１日現在）の者で、次

のいずれかに該当する者であること。 

(ｱ) 学校教育法による高等学校を卒業した者又は平成29年３月卒業見込みの者 

(ｲ) 知事が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

オ  受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号〔縦24.0センチメートル×横33.5セ

ンチメートル〕以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、205円分の切手を貼り付けたもの ）

を同封し、本校宛てに申し込むこと。 

(ｲ) 提出書類 

次の書類に入学考査料2,200円を添え、郵送又は持参により提出すること。      

なお、入学考査料は、郵送による場合は平成29年２月１日以降に振り出した郵便為替又は定額小為

替とするが、持参による場合は現金でもよい。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名、出身高等学校名を記入し、写真は履歴書・身上書の写真欄に貼り付けたものと同一のもの

を貼り付けること。受験当日、写真を貼り付けていない者は受験できない。  

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒に受験者の住所・氏名を記載し、82円分の切手を貼り付けたものを同封すること。  

ｄ 履歴書・身上書 

本人自筆の上、顔写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書 

高等学校長が作成し、厳封したものであること。ただし、高等学校卒業程度認定試験等の合格者

で当調査書を提出できない者は、当該試験の成績証明書をもって調査書に代える。  

(ｳ) 提出期間 

平成29年２月14日（火）から同月24日（金）まで。郵送の場合は、平成29年２月24日（金）必着と

する。 

(ｴ) 提出先 

〒679-0104 加西市常吉町1256―４ 兵庫県立農業大学校 教務課    

カ 合格発表 

     平成29年３月８日（水）午前10時に本校において掲示するとともに、受験者には合否にかかわらず書

面により通知する。電話による問合せには一切応じない。 

キ 受験についての問合せ先 

      兵庫県立農業大学校 教務課 

電話（0790）47－1551 

 

  県有地の一般競争入札による売払い 

県有地を一般競争入札により売り払うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定に

より、次のとおり公告する。 

  平成28年７月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 入札に付する県有地 

  売払物件 
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物件 

番号 
所在地 面積（㎡） 地目 

１ 淡路市志筑字南浜3111番89 1,655.92 雑種地 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる者以外の者であること。 

 (1) 成年被後見人 

 (2) 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 (3) 民法（明治29年法律第89号）第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被

補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 (4) 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前の例による

こととされる同法による改正前の民法第11条に規定する準禁治産者 

 (5) 民法第６条第１項の規定による営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な

同意を得ていない者 

 (6) 破産者で復権を得ない者 

 (7) 兵庫県における不動産の売却に係る契約手続において次の事項に該当すると認められる者で、その事実

があった後、２年間を経過しない者 

なお、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様

とする。 

ア 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者 

イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 

ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

エ 上記アからウまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代

理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 (8) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

 (9) 県税（個人県民税及び地方消費税を除く。延滞金等の附帯金を含む。）を滞納している者 

 (10) 法人税、消費税及び地方消費税（延滞税等の附帯税を含む。）を滞納している者 

 (11) 会社更生法（平成15年法律第154号）に基づく更生手続の開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律 

第172号）に基づくものを含む。）、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立 

てをしている者（ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、県が経営状

況等を勘案して応募を認めることができる。） 

 (12) 売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項 

に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しよう

とする者 

 (13) 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）に基づくところの破壊的団体及び当該団体の役員若しくは構 

成員 

３ 契約条項を示す場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県県土整備部土木局港湾課計画振興班 

４ 入札参加申込用紙の配布場所及び配布期間並びに申込場所及び申込期間 

 (1) 配布場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県県土整備部土木局港湾課計画振興班 

   〒656-0021 洲本市塩屋２―４―５ 

兵庫県淡路県民局洲本土木事務所管理第２課 

 (2) 申込場所 
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   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

   兵庫県県土整備部土木局港湾課計画振興班 

 (3) 配布期間及び申込期間 

平成28年７月19日（火）から同年８月３日（水）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後

５時まで（正午から午後１時を除く。） 

５ 入札の場所及び日時 

 (1) 場所 

〒656-0021 洲本市塩屋２―４―５ 

洲本総合庁舎会議室（詳細は申込者に別途連絡します。） 

 (2) 日時 

平成28年８月４日（木）11時から  

６ 入札保証金 

 (1) 入札保証金の額は、入札金額の100分の５以上の額とする。 

 (2) 入札保証金は、金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手により納付すること。 

７ 入札に関する条件 

 (1) 入札書を所定の日時までに提出していること。 

 (2) 所定の額の入札保証金が納付されていること。 

 (3) 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してし

た入札でないこと。 

 (4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

 (5) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

 (6) 代理人が入札をする場合は、委任状を提出すること。 

 (7) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

 (8) 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち当該入札が無効とされなかった

者であること。 

８ 入札の無効 

入札参加資格がない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

９ 入札についての照会先 

兵庫県県土整備部土木局港湾課計画振興班 

電話（078）341－7711 内線4454 

 

  大規模小売店舗の新設に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の新

設の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成28年７月19日 

              兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 （仮称）ドラッグコスモス斑鳩店 

    所在地 揖保郡太子町鵤1142―１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 株式会社コスモス薬品 

  住所 福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号 

  代表者の氏名 宇 野 正 晃 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 株式会社コスモス薬品 

  住所 福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号 
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  代表者の氏名 宇 野 正 晃 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  平成29年２月22日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

1,699平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数 

70台 

(2) 駐輪場の収容台数 

20台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

32平方メートル 

 (4)  廃棄物等の保管施設の容量 

13.5立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業を行う者の名称 開店時刻 閉店時刻 

株式会社コスモス薬品 午前10時 午後９時45分 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前９時30分から午後10時まで 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数 

出入口２箇所 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後10時まで 

８ 届出年月日 

  平成28年６月21日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第２

課 

(2) 縦覧期間 

  平成28年７月19日から４月間 

10 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

平成28年11月21日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

正 誤 

○平成25年10月25日付け（兵庫県公報第2538号） 

兵庫県選挙管理委員会告示第87号（平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のできる施設の

指定）の一部改正）中 

（ページ） 20 

（行） 下から28 
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（誤） 

「 

 六甲アイランド病院 同 市東灘区向洋町中２丁目11 

」

を 

「 

 
一般財団法人 甲南会 六甲アイ

ランド病院 
同 市東灘区向洋町中２丁目11 

」

（正） 

「 

 六甲アイランド病院 同 市東灘区向洋町中２丁目11 

」

を 

「 

 
一般財団法人 甲南会 六甲アイ

ランド甲南病院 
同 市東灘区向洋町中２丁目11 

」
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